
陽
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新
井
白
石

「
鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

松

尾

肇

子

一
、

こ
の
え
い
え

ひ
ろ

近
衛
家
熈
と
新
井
白
石
の
交
流

五
摂
家
筆
頭
近
衛
家
の
典
籍
資
料
を
保
管
す
る
陽
明
文
庫

に
、
新
井
白
石
の
書

簡
類
が
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
近
衛
家
熈
(
一
六
六
七
～

一
七
三
六
)
に
送

っ
た

も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
中
か
ら

「
鄙
作
意
解
」
を
翻
刻
し
、
該
詩
周
辺
の

事
情
と
と
も
に
提
供
し
た
い
。

新
井
白
石
、
名
は
君
実
(
一
六
五
七
～

一
七
二
五
)
は
、
六
代
将
軍
徳
川
家
宣

(在

一
七
〇
九
～

一
二
)
七
代
将
軍
徳
川
家
継
(在

一
七

=
二
～

一
六
)
に
仕
え
た
儒

者
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
宝
永
六
年
(
一
七
〇
九
)、
江
戸

で
は
家
宣
が
将
軍
宣
下

を
受
け
、
京
都
で
は
東
山
院
の
譲
位
が
あ

っ
た
。
近
衛
家
第
二
十

一
代
当
主

の
近

衛
家
獄
(
一
六
七
七
～

一
七
三
六
)
は
、
家
宣
の
正
室
煕
子

の
同
母
弟

で
あ
り
、
同

時
に
こ
の
時
摂
政
関
白
と
し
て
朝
廷
を
代
表

し
て
新
井
白
石
と
交
わ
る
立
場
に
あ

っ

た
。
し
た
が

っ
て
新
井
白
石
か
ら
の
書
簡

に
幕
府
か
ら
朝
廷

へ
の
公
的
な
文
書
が

あ
る
の
は
当
然
で
、
栗
田
元
次

『新
井
白
石
の
文
治
政
治
』
に
は
朝
鮮
通
信
使

に

関
す
る
も
の
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
私
的
な
も
の
も
少
な
く
な
い
こ
と
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
内
藤
湖
南
博
士
が
、
大
正
十
三
年
開
催
の

「新
井
白
石
二
百

年
記
念
講
演
会
」

で
紹
介
し
て
お
り
、
「
白
石

の

一
遺
聞
に
就

て
」
と
し
て
全
集

に
も
収
録
さ
れ
、
「家
熈
公
に
懇
意

に
な

っ
た
の
は
、
基
熈
公
と
の
関
係
の
続
き

で
あ
る
」
こ
と
、
家
熈
が
漢
文
で
書
い
た

「大
唐
六
典
」
の
践
の
添
削
を
し
た
こ

と
、
文
房
四
賢
の
詩
を
書
い
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
、
ま
た
そ
の
附
記
に
は
白
石

か
ら
近
衛
家
熈

へ
の
書
状
五
通
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

家
狸
は
晩
年
に

『大
唐
六
典
考
訂
』
を
編
纂
す
る
学
究
肌
の
人
物
で
あ

っ
た
。

現
在
京
都
大
学
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
る
新
井
白
石
筆

『
大
唐
六
典
』
に
は
、
内
藤

博
士
が
紹
介
し
た
家
熈
に
よ
る
宝
永
七
年
(
一
七

一
〇
)
の
践
が
附
さ
れ
て
い
る
。

『
大
唐
六
典
』
と
は
、
唐
の
玄
宗
が
李
林
甫
ら
に
命
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
官
職

の
経
緯
に
つ
い
て
撰
述
さ
せ
た
旧
法

で
あ
る
。
私
は
早
く
に
あ
ち
こ
ち
を
探

し
た
が
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ず
遺
憾
に
思

っ
て
い
た
。
今
般
、
幕
臣
の
新

井
君
美
が
君
命
に
よ
り
上
洛
し
た
が
、
そ
の
人
物
は
豪
適
に
し
て
抜
き
ん
出

て
優
れ
、
ど
の
よ
う
な
書
物
も
読
み
事
に
当

て
は
め
用
い
る
こ
と
を
根
本
と

し
て
い
る
。
私
は

一
見
す
る
や
昔
か
ら
の
知
り
合
い
の
よ
う
に
敬
愛
し
て
語

り
合
い
、
日
が
暮
れ
夜
が
明
け
る
の
も
気
づ
か
な
い
ほ
ど
で
、
面
識
を
得
る

の
が
遅
か

っ
た
と
残
念
に
思

っ
た
。
あ
る
日

『大
唐
六
典
』
の
こ
と
に
話
が

及
ぶ
と
、
君
美
は

「昔
、
講
習
の
合
間
に
た
ま
た
ま

一
本
を
得
て
書
写
し
大

切
に
所
蔵
し
て
い
ま
す
が
、
御
覧
に
入
れ
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
」
と
言

っ

た
。
私
は
大
変
喜
ん
だ
。
ほ
ど
な
く
送

っ
て
来
た
の
は
、
馬
を
飛
ば
し
て
取

り
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
こ
の
典
籍

の
巻
末

が
ま
だ
ら
に
染
み
て
い
る
の
は
、
泥
の
あ
と
で
す
。
先
年
の
江
戸
の
大
地
震

で
は
山
が
崩
れ
建
物
が
傾
き
ま
し
て
、
書
庫
も
四
方

の
壁
に
亀
裂
が
走
り
ま
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陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「
鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

し
た
。
そ
の
後
三
ヶ
月
も
余
震
が
続
き
、
上
も
下
も
皆
安
ら
ぐ
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
遠
か
ら
ず
必
ず
や
憂
慮
す
べ
き
事
態
が
起
こ
る
だ
ろ

う
と
考
え
、
工
匠
に
命
じ
て
泥
で
書
庫
の
壁
を
補
修
さ
せ
ま
し
た
。
思

っ
た

と
お
り
大
火
事
が
あ
り
書
物
を
書
庫

に
入
れ
て
立
ち
去
り
ま
し
た
が
、
書
庫

は
補
修
し
た
と
は
い
え
泥
は
新
し
く

て
ま
だ
し

っ
か
り
乾
い
て
い
な
い
の
に

火
勢
が
熾
烈
で
あ
れ
ば
剥
落
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
直
し
、
戻

っ
て
書

庫
の
背
後
が
崖
の
よ
う
に
高
い
の
を
見
て
、
そ
の
下
に
急
い
で
穴
を
掘
ら
せ
、

幕
府
か
ら
賜

っ
た
経
籍
と
昔
か
ら
大
切
に
し
て
い
た
書
物
と
を
書
庫
か
ら
取

り
出
し
、
大
き
な
櫃
に
入
れ
る
と
穴

の
中
に
収
あ
、
む
し
ろ
を
箱
の
上
に
置

き
土
で
掩
い
ま
し
た
。
こ
の
時
爆
発
音
が
響
き
空
に
届
く
ほ
ど
の
火
柱
が
上

が
り
、
奮
い
立

っ
て
飛
び
出
し
そ
ち
ら
を
見
ま
す
と
家
屋
は
す
べ
て
無
く
な
っ

て
い
ま
し
た
。
再
び
書
物
を
埋
め
た
と
こ
ろ
に
駆
け
戻
り
ま
す
と
、
隣
の
建

物
が
燃
え
崩
れ
炎
が
顔
を
焼
く
よ
う

で
す
。
急
い
で
使
用
人
に
大
き
な
燃
え

さ
し
を
取
り
払
い
埋
み
火
を
掃
か
せ
、
む
し
ろ
に
し
き
り
に
水
を
か
け
さ
せ

て
、
穴
の
な
か
か
ら
書
物
の
箱
を
探
し
出
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
箱
の

中
の
書
物
典
籍
は
多
く
は
泥
に
汚
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
焼
失
を

免
れ
た
の
は
幸
い
で
し
た
。
そ
れ
で
そ
の
痕
跡
を
削
り
取
る
に
忍
び
な
い
こ

と
、
ど
う
か
御
諒
察
願
い
た
く
思

い
ま
す
。」
私
は
と
て
も
感
動
し
た
。
そ

の
人
物
は
識
見
が
広
く
勤
勉

で
ま
じ
め
、
今
そ
の
本
を
見
る
と
楷
書

で
き
ち

ん
と
整

っ
て
い
て
よ
く
励
ん
だ
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
ま
た
事
が
起

こ
る
前

に
備
え
を
し
火
事
に
あ

っ
て
は
思
い
も
よ
ら
な
い
策

で
公
私

の
典
籍
を
守
り

通
し
た
。
人
並
み
以
上
で
な
け
れ
ば
誰
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

古
語
に

「冬
が
来

て
松
柏
が
緑

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
」
と
い
う
が
、
私
は

彼
も
ま
た
そ
う
だ
と
思
う
。

宝
永
庚
寅

の
歳

(七
年
)十
二
月
、
摂
政
家
熈

誌
す
。

〔唐
六
典
者
、
明
皇
軟
宰
臣
李
林
甫
等
所
撰
百
官
纒
緯
千
古
典
刑
也
、
余
蚤

歳
捜
索
四
方
未
嘗
購
得
以
為
遺
憾
、
今
薙
幕
下
士
新
井
君
美
脚
命
來
洛
、
其

為
人
豪
遭
卓
偉
、
讃
書
不
撰
何
書
學

以
適
用
為
本
、
余

一
見
如
善
識
垂
青
話

心
、
不
畳
日
之
暮
夜
之
旦
、
ロ
バ恨
相
見
之
晩
、

一
日
讃
及
六
典
之
事
、
君
美

云
昔
講
習
之
暇
偶
得

一
本
手
寓
以
珍
蔵
焉
、
備
子
覧
可
乎
、
余
甚
喜
之
、
無

幾
送
致
之
、
蓋
飛
騨
以
取
来
也
、
且
其
言
云
此
典
巻
末
斑
欄
乎
、
有
泥
汚
之

痕
也
、
往
年
江
府
地
大
震
山
崩
屋
側
、
書
庫
四
壁
送
裂
若
轟
文
折
、
而
後
震

動
未
息
者
弥
月
、
上
下
皆
不
安
逸
、
霧
自
以
爲
不
久
必
有
欝
牧
之
攣
、
乃
命

匠
泥
其
壁
隙
以
脩
補
之
、
果
大
火
蔵
書
於
庫
中
而
去
、
復
以
為
庫
難
已
脩
補

泥
新
未
乾
硬
火
勢
熾
則
恐
又
剥
落
、
已
回
観
其
庫
後
地
勢
高
如
岸
、
急
馨

一

坑
於
岸
下
、
取
庫
中
官
賜
纒
籍
畳
平
昔
所
愛
之
書
、
蔵
之

一
匿
埋
入
坑
中
、

以
薦
席
安
子
匿
上
覆
以
土
塊
、
此
時
爆
聲
響
地
火
光
接
天
、
奮
然
而
衝
出
回

首
屋
宇
蓋
為
烏
有
　
、
再
奔
回
赴
埋
書
之
庭
、
隣
舎
焚
倒
烈
鮫
燈
面
、
急
令

僕
卒
徹
巨
儘
掃
塘
爆
頻
澄
水
於
薦
席
而
捜
出
書
匿
於
坑
中
、
故
有
匿
中
書
典

多
泥
水
所
染
汚
、
然
免
池
魚
之
狭
亦

一
幸
　
、
所
以
不
忍
削
其
痕
者
翼
諒
察

焉
、
余
甚
感
之
、
其
人
宏
才
謹
慎
、
今
観
此
典
正
楷
端
粛
可
謂
勉
　
、
又
繕

守
備
於
未
然
嚢
奇
計
於
火
速
而
全
壁
公
私
典
籍
於
隈
儘
之
飴
、
荷
非
大
略
過

人
敦
能
若
斯
哉
、
古
云
歳
寒
然
後
知
松
柏
之
後
凋
、
余
於
彼
亦
云
、

寳
永

庚
寅
歳
季
冬
日
、
撮
政
家
熈
誌
〕

こ
の
践
に
先
ん
じ
る
十

一
月
十

一
日
、
中
御
門
院

の
即
位
式
が
執
り
行
わ
れ
た

際
、
白
石
は
内
密
に
京
に
赴
い
て
拝
見
し
て
い
る
。
家
獄

の
践
に

「幕
下

の
士

ふ
く

新
井
君
美

命
を
脚
ん
で
洛
に
来
た
る
」
と
あ
る
の
は
即
位
式
を
指
す
。
さ
ら
に

十
二
月
に
は
近
衛
邸
を
訪
れ
て
家
獄
と
語
り
合

っ
た
。
明
け
て
正
徳
元
年
(
一
七

=

と

月

一
日
に
は
中
御
門
院
の
元
服
式
が
行
わ
れ
、
家
狸
は
新
井
白
石
が
式

を
拝
見

で
き
る
よ
う
計
ら

っ
た
。

こ
の
年

に
は
第
八
回
朝
鮮
通
信
使
と
白
石
と
の

問
に
国
号
問
題
が
起

こ
り
、
白
石
と
家
熈
と
の
間
に
は
通
信
使
関
係
の
書
状
が
交

も
と
ひ
ろ

わ
さ
れ
た
。
正
徳
二
年
(
一
七

一
二
)
四
月
、
父
の
近
衛
基
狸
が
二
年
余
り
の
江
戸

滞
在
を
終
え
て
京

に
帰

っ
た
。
八
月
二
十
八
日
、
家
狸
は
摂
政
な
ど
を
辞
し
、
お

よ
そ
五
年

に
渡

っ
た
摂
政
と
関
白
の
任
を
終
え
た
。
し
か
し
江
戸
で
は
十
月
十
三

日
将
軍
家
宣
が
五
十

一
歳

で
莞
去
。
ま
だ
幼

い
家
継
を
第
七
代
将
軍
に
立
て
る
よ
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う
す
す
め
た
の
は
白
石
ら
で
あ

っ
た
。
正
徳
三
年

(
一
七

=
二
)
三
月
、
家
猴
は
将

軍
宣
下
の
た
め
江
戸
に
向
か
い
、
二
十
六

日
、
家
継

の
元
服
の
儀
が
、
続
い
て
四

月
二
日
、
将
軍
宣
下
の
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
。
五
月
十
五
日
、
家
熈
は
京
に
帰
着
、

二
十
三
日
に
は
隠
居
所
と
し

て
建
築
し
た
河
原
御
殿
に
移
り
住
ん
だ
。
そ
の
地
は

家
宣
が
用
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
正
徳
六
年
(
一
七

一
六
)
四
月
三
十
日
、
家
継
が

莞
去
し
た
。
徳
川
吉
宗
が
第
八
代
将
軍
と
な
り
、
六
月
、
享
保
と
改
元
。
改
元
勘

者
と
な

っ
た
の
は
家
熈
の
子
の
家
久

で
あ
り
、
家
熈
が
指
南
し
て
い
る
。
江
戸
城

を
去

っ
た
白
石
は
、
千
駄

ヶ
谷
に
隠
居
し

て
著
作
活
動
に
専
念
し
た
。

陽
明
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
白
石
書
簡
に
よ
れ
ば
、
二
人

の
交
流
は
家
熈
が

関
白
摂
政
を
辞
任
し
て
か
ら
も
続
き
、
河
原
御
殿
に
あ

っ
た

「物
外
楼
」

の
楼
名

や
、
家
撫
の
号

「虚
舟
」
は
白
石
の
提
案

に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

二
、
「
鄙
作
意
解
」

に

つ
い
て

本
稿
で
紹
介
す
る

「鄙
作
意
解
」

に
就
て
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
に
つ
い
て
、
内
藤
博
士
は

「白
石

の

一
遺
聞

こ
の
用
意
(筆
者
注

"
朝
鮮
使
節
と

の
応
接
)
の
周
到
さ
加
減
は
ど
こ
に
も
鷹

用
さ
れ
て
ゐ
る
。
近
衛
家
に
封
し
て
も
よ
く
注
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
虞

に
あ
る
通
り
、
時
々
自
分
の
詩
を
見
せ
る
。
其
時
、
鄙
作
意
解
と
い
ふ
や
う

な
も
の
を
作
る
。
本
文
を
書
き
、
讃

み
違

へ
な
い
や
う
に
、
返
り
嵩
、
訓
嵩

を

つ
け
た
上
、
注
繹
を
漢
文
で
書
く
。
意
味
の
分
り
、
故
事
の
分
る
や
う
に

し
て
あ
る
。
詩
の
味
が
家
煕
公
に
分

つ
た
か
疑
問
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
意

味
だ
け
で
分

つ
た
方
が
感
服
し
よ
い
か
ら
、
感
服
し
よ
い
や
う
に
す
る
。

新
井
白
石
の
漢
詩

に
つ
い
て
は
、
『新
井
白
石

『陶
情
詩
集
』
の
研
究
』
が
公

刊
さ
れ
、
『
白
石
先
生
飴
稿
』
(以
下

『鯨
稿
』
と
略
称
す
る
)
と
合
わ
せ
て
全
作

品
が
読
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。
と
は
い
え
博
識
の
白
石
の
詩
に
注
す
る
の
は
な
か

陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「
鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

な
か
に
困
難

で
あ
る
。

そ
の
点
、
「
鄙

作
意
解
」
は
別
に
献
呈
さ
れ
た
白
石
の

漢
詩
に
つ
い
て
、
自
身
が
解
説
し
た
も

の
で
あ
る
。
出
典
や
意
図
さ
え
記
さ
れ

て
お
り
、
白
石
の
学
問
や
発
想
を
間
違

い
な
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の

「
鄙
作
意
解
」

(
墨

一
×
δ
一
.α
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
)
〔資
料
番
号
G。刈
嵩
ω〕
は
、

掲
載
写
真

〔資
料
番
号
α
。。
一窪

「
新
井

白
石
書
詩
二
首
」〕

の
漢
詩
二
首
を
解

説
し
た
も
の
で
あ
る
。
書
影
の
自
筆
の

詩
と
同
じ
桃
色
の
料
紙
が
用
い
ら
れ
た

資
料
が
他
に
も
複
数
収
蔵
さ
れ
る
。
そ

の

一
つ
、
同
じ
桃
色

の
紙

の
題
籏

に

「石
州
藤
君
座
前
」

の
表
書
き

の
あ
る

封
筒
に
入
れ
ら
れ
た

「新
井
白
石
書
状
」

(辰
・⑩
×
α
・腿
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
)

〔資

料
番
号
G。謡
①
。。〕
に
は
、

こ
の
書
簡

一
枚
は
、
私
が
新
し
く

考
え
て
作

っ
た
も
の
で
す
。
我
が

国
で
は
塵
深
く
水
が
濁

っ
て
い
る

の
で
、
紅
白
の
油
漆
が
鮮
明
に
発

色
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
敢
え
て

ご
高
覧

に
供
し
ま
す
。

〔書
簡

一

枚
美
創
意
所
造
者
東
土
塵
深
水
濁

/
紅
白
油
漆
色
未
鮮
明
敢
漬
/

(
一
字
擾
頭
)
清
覧
以
増
噺
煉
(五
字

欝
蔓

趨
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陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

空
格
)
源

君

美

珪
月/

(
一
字
擾
頭
)
上
〕

(/
は
改
行
を
示
す
)

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
白
石
は
中
国
製
の
紅
い
紙
と
同
じ
も
の
を

作
ろ
う
と
し
た
も
の
の
期
待
し
た
色
は
出
せ
ず
、
桃
色
に
し
か
発
色
し
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
漢
詩
を
献
呈
す
る
の
に
相
応
し
い
紙
と
し
て
使
用
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
漢
詩
は
、
『
鯨
稿
』
巻
之

一
冒
頭
に
、

ス

ヲ

ヲ
シ
テ

甲
午
歳
九
月
十

一
日
前
撮
政
大
相
国
藤
公
膓
二
大
閤
殿
下
於
河
上
東
一使
二
堪

上
ワ詩
磨
教
二
首
得
二流
字
一

と
し
て
収
録
さ
れ
る
。
甲
午
の
年
の
九
月
十

一
日
、
「前
摂
政
」
家
熈
が
、
「太
閤

殿
下
」
基
熈
を
河
原
御
殿
で
も
て
な
し
た
。
「堪
」
が
分
か
り
に
く
い
が
、
「堪
者
」

で
あ
ろ
う
か
。
堪
能
な
者
に
漢
詩
を
献
上

さ
せ
た
。
そ
の
際
、
韻
字
と
し
て

「流
」

字
を
得
て
応
じ
奉

っ
た
二
首
と
い
う
。
そ
の
と
お
り
七
言
律
詩

の
二
首
と
も
に
韻

目
は
下
平
声
尤
韻
、
韻
字
は
第

一
首

「
幽
楼
秋
流
」
、
第
二
首
は
第

一
句
も
押
韻

し
て

「休
幽
楼
秋
流
」

で
あ
る
。

『鯨
稿
』
所
収
の
こ
の
詩
は
、
前

ペ
ー
ジ
の
白
石
自
筆
詩

の
書
影
と
対
照
す
る

と
、
献
呈
に
際
し
て
改
行
蓬
頭
に
よ

っ
て
朝
廷
お
よ
び
近
衛
家
に
対
す
る
敬
意
を

し
め
す
ほ
か
、
傍
線
を
施
し
た
箇
所
に
文
字
に
異
同
が
あ
る
。
自
筆
詩
の
詩
題
は

次
の
と
お
り
。

去
歳
九
月
十
日
/
(
一
字
擁
頭
)前
囁
摂
政
大
相
國
藤
公
宴
/
(
一
字
擾
頭
)太
閤

殿
下
於
河
上
/
東
荘
特
和
/
其
歌
章
之
韻
恭
此
奉
和
鷹
/
(
一
字
擁
頭
)
教
二

首
冒
頭

「去
歳
九
月
十
日
」
を

『飴
稿
』

で
は

「甲
午
歳
九
月
十

一
日
」
と
す
る
。

当
事
者
の
二
人
で
あ
れ
ば
昨
年
と
し
た
の
で
十
分
だ
が
、
詩
集
に
編
集
す
る
に
あ

た

っ
て
干
支
で
年
を
記
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
白
石
自
筆
で
末
尾
に

「正

徳
甲
午
二
月
十

一
日
/
筑
後
守
從
五
位
下
源
君
美
辞
稿
」
と
あ
る
の
で
、

こ
れ
に

よ
れ
ば
詩
を
献
じ
た
の
は

「甲
午
歳
」
正
徳
四
年
(
一
七

一
四
)
二
月
の
こ
と
で
あ

る
が
、
宴
席
が
開
か
れ
た
九
月
は
そ
の
前
年
、
正
徳
三
年
癸
未
(
一
七

=
二
)
で
あ

る
。
ま
た

「
鄙
作
意
解
」

に
あ
る
通
り
重
陽

の
翌
日
で
あ
れ
ば
、
白
石
自
筆
の

「
九
月
十
日
」
が
正
し
い
。

つ
ま
り

「十

一
」

の

コ

」
を
街
字
と
み
る
こ
と
も

で
き
る
。
し
か
し
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に

『鯨
稿
』
の

「九
月
十

一
日
」
が
正
し

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

先
に
見
た
と
お
り
正
徳
二
年
に
摂
政
関
白
を
辞
し
た
家
凝
だ

っ
た
が
、
正
徳
三

年
、
義
弟
で
も
あ
る
将
軍
徳
川
家
宣
の
死
去
に
よ
り
そ
の
子
の
家
継
に
第
七
代
将

軍
を
宣
下
す
る
た
め
江
戸

へ
向
か

っ
た
。
三
月
二
十
六
日
、
家
継
の
元
服
の
儀
が
、

続
い
て
四
月
二
日
、
将
軍
宣
下
の
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
。
五
月

一
日
帰
洛

の
途
に

つ
く
ま
で
白
石
の
数
度
の
来
訪
も
あ
り
書
物
等
の
貸
借
も
行
わ
れ
て
い
る
。
五
月

十
五
日
帰
邸
、
二
十
三
日
に
は

一
応

の
完
成
を
み
た
河
原
御
殿
に
移
り
住
ん
だ
。

し
た
が

っ
て
宴
席
は
、
詩
題
に
あ
る
鴨
川
の
東
に
新
築
成

っ
た
河
原
御
殿
で
開
か

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
二
層
の
楼
閣

「物
外
楼
」
が
建

て
ら
れ
て
東
山
の
眺

望
を
愛

で
る
こ
と
が
で
き
た
。
八
月
二
十
七
日
に
は
京
都
所
司
代
の
紀
伊
守
松
平

信
庸
が
任
を
終
え
て
江
戸

へ
向
か
う
た
め
暇
乞
い
に
来
邸
し
、
茶
席
を
設
け
た
。

家
狸
の
茶
会
記
録

『
御
茶
湯
之
記
』
は
こ
の
日
を
も

っ
て
始
ま
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
次
の
茶
会
は
九
月
十

一
日
、
父
の
基
撫
を
迎
え
、
「物
外
楼
」
に
お
い
て
料
理

と
酒
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
る
。
十
三
日
に
は
家
熈
嫡
男
の
家
久
及
び
そ
の
姉
と
夫

の
徳
大
寺
公
全
を
客
に
迎
え
て
口
切
の
茶
会
が
物
外
楼
に
お
い
て
開
か
れ
た
。

つ

ま
り
九
月
十
日
は

『
お
茶
湯
之
記
』
に
記
録
の
な
い

一
日
で
あ
る
。
白
石
自
筆
詩

題
の

「宴
」
字
を
、
『
飴
稿
』
は

「
膓
(さ
か
ず
き
)」

に
作
る
が
、
九
月
十

一
日

の
茶
会

の
実
態
と
齪
齪
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
『御
茶
湯
之
記
』
が
十
日
を
十

一

日
と
誤
記
し
た
の
か
十
日
に
茶
会
で
は
な
い
宴
席
が
開
か
れ
た
の
か
、
い
ま
は
疑

問
の
ま
ま
と
す
る
。
た
だ
少
な
く
と
も
白
石
は
正
徳
三
年
九
月
十
日
に
開
か
れ
た

と
き
い
た
宴
席
に
寄
せ
て
正
徳
四
年
二
月
十

一
日
に
献
上
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
詩
題
末
尾
部
分
の
異
同
で
あ
る
が
、
「特
和
其
歌
章
之
韻
恭
此
奉
和
鷹
教
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二
首
」
が
、
『
飴
稿
』
で
は

「
使
堪
上
詩
鷹
教
二
首
得
流
字
」
と
な

っ
て
い
る
。

白
石
自
筆
の
詩
題
は
、
基
熈
あ
る
い
は
家
熈

の
漢
詩

に
和
韻
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し

『飴
稿
』
の
詩
題
に
は
そ
れ
と
は
書
か
れ
ず
、
分
韻
し
て
何
人
か

に
漢
詩
制
作
が
命
じ
ら
れ
、
白
石
は

「流
」
字
を
与
え
ら
れ
て
作
詩
し
た
か
の
よ

う
で
あ
る
。
基
撫
あ
る
い
は
家
獄
が
作

っ
た
漢
詩

の

一
句
を
分
け
て
、
漢
詩
人
に

下
命
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
つ
命
じ
ら
れ
た
も

の
か
は
不
明
な
が
ら
、

前
年
九
月
の
宴
席
か
ら
五

ヶ
月
後
の
応
制
詩

で
あ
る
。

こ
の
間
、
白
石
は
、
十
月

三
日
か
ら
十
二
日
ま
で
行
わ
れ
た
家
宣
の

一
周
忌
や
政
務
に
多
忙
だ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。
さ
ら
に

『
飴
稿
』
と
自
筆
詩
の
異
同
に
は
、
二
首
の
詩
の
前
に
書
か
れ
た

「其

一
」
「其
二
」
が

『鯨
稿
』
に
は
見
ら
れ
な

い
こ
と
、
ま
た
本
文
で
は
、
「其
二
」

の
詩

の
冒
頭

「漢
廷
」
を

『蝕
稿
』
で
は

「
明
廷
」
に
作
る
こ
と
の
二
点
が
あ
る
。

後
述
す
る
と
お
り

「
鄙
作
意
解
」
末
に

「漢
」
字
の
重
複
は
意
味
が
異
な
る
に
よ

っ

て
許
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、

一
首
中
に
お
け
る
文
字
の
重
複
が
気
に
か

鄙
作
意
解

(其

一
)

瀟
-
相
初
.開
,北
-
閾
.第

美
嘗
聞

大
第
古
時
在
宮
城
北

端
陽
明
門
外
故
比
漢
陽
薫
相
國

賜
於
北
閾
第

謝
-
公
本
,
愛
。東
山
・幽

霧
聞

東
荘
雲
東
山
之
勝
故
比

晋
謝
太
傅
安
曾
棲
遅
東
山

紫
-
宮
高
ク
映
。三
台
.座

霧
想
先
日

内
相
亦
陪
宴
故

用
三
台
座
字

虫目-
潜思
汐遥
憺
踊
ム苗
円-
旦
凧ノ抽慢

か

っ
て

い

た

た

め

、

る
。

『
鯨
稿
』
編
纂
時
に

「
明
」
字
に
改
あ
た
も

の
と
推
測
さ
れ

三
、
「
鄙
作
意
解
」
翻
刻
及
び
訓
読

先
に
見
た
献
詩
二
首
に
つ
い
て
の

「鄙
作
意
解
」

の
執
筆
年
月
日
は
不
明
で
あ

る
。
以
下
、
本
節
で
は
、
翻
刻
を
上
段
に
、
下
段
に
は
句
番
号
を
入
れ
、
書
き
下

し
文
を
示
し
た
。
詩
句
は
白
石
に
よ
る
訓
点
に
従

い
、
白
文
の

「鄙
作
意
解
」
は

筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
文
を
掲
載
し
た
。
な
お
、
第

一
句
に
付
さ
れ
た
意
解
は
、

『飴
稿
』

で
は
、
其

一
の
詩
の
末
尾
に
小
字
双
行

で

「自
注
云
、
公
門
大
第
、
古

ノ

ノ

ニ

ヲ

時
在
二宮
城
北
端
陽
明
門
外
一、
故
比
三
漢
陽
薫
相
國
賜
二於
北
閾
第

一」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
「鄙
作
意
解
」
は
第

一
首
第
二
首
を
分
け
ず
続
け
て
い
る
の
で
、

便
利

の
た
あ
筆
者
が
(其

一
)
(其
二
)
を
補

っ
た
。
「美
」
は
君
美
、
自
称
で
あ
る
。

(其

一
)

1
薫
相
初
め
開
く

北
閾
の
第

美
嘗

て
聞
く
、
大
第
は
古
時

宮
城

の
北
端

陽
明
門
外
に
在
り
と
。
故
に
漢
陽
の
薫
相
国

北
閾
に
第
を
賜
ふ
に
比
す
。

あ
い

ゆ
う

2
謝
公
本
と
愛
す

東
山

の
幽

霧
か
に
聞
く
、
東
荘

の
雲
は
東
山
の
勝
な
り
と
。

故
に
晋
の
謝
太
傅
安

の
曽

て
東
山
に
棲
遅
す
る
に
比
す
。

え
い

ざ

3
紫
宮
高
く
映
ず

三
台
の
座

霧
か
に
想
ふ
、
先
日

内
相
も
亦

宴
に
陪
す
。

故
に
三
台
座
の
字
を
用
ふ
。

ろ
う

4
青
道
遙
に
臨
む

萬
景
の
楼

陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「
鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て
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陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

青
道
即
天
東
所
謂
東
陸
也
萬

青
道
は
即
ち
天
の
東
、
所
謂
東
陸
な
り
。

景
古
縷
名

萬
景
は
古
楼
の
名
な
り
。

上
-古
.大
-
棲
齊
.
ク比
.レ壽
.

5
上
古
の
大
楼

斉
し
く
寿
を
比
し

齊
比
蓋
以
公
上
左
閾
之
壽

斉
比
と
は
蓋
し
公
は
左
閾
の
寿
を
上
り

内
相
亦
上

公
之
壽
故
也

内
相
も
亦
た
公
の
寿
を
上
る
を
以
て
の
故
な
り
。

重
-
陽
,芳
-
菊
更
二添
.レ秋
ヲ

6
重
陽
の
芳
菊

更
に
秋
を
添
ふ

稻
九
月
十
日
爲
小
重
陽
故
云

九
月
十
日
を
称
し
て
小
重
陽
と
為
す
。

更
添

故
に
更
に
添
ふ
と
云
ふ
。

霧
力
.知
ル

7
霧
か
に
知
る

帝
春
深
き
こ
と
許
の
如
し

帝
-
春
深
キ
.ト如
.レ許
.続
ル
レ濫
.長
ー
河

九
ー
折
流
ル

以
東
河
比

震
春
委
曲
深
長

(其
二
)

漢
-
廷
.
ニ
ー
傅

一
-
時

二
休

ス

漢
疏
太
傅
廣
少
傅
受

一
日
僻

榮
而
蹄
二
疏
本
是
叔
姪
以
史

有
父
子
之
字
故
詩
家
或
借
爲

父
子
之
事
云

杖
-
履
相
.
陪
...事
1
〃
幽
ナリ

北
-極
.星
ハ連
リニ南
-
極
.老
。
一青
-
雲
.

路
ハ接
スニ白
-
雲
ノ縷
」

此
句
翻
唐
人
青
雲
不
及
白
雲
高

之
意
而
已

赤
-
城
霞
起
.一.山
皆
け
曙
ヶ

孫
緯
天
台
山
賦
赤
城
霞
起
以

建
標
美
矯
聞

物
外
櫻
東
北

雲
台
嶽
而
封
東
南
之
諸
峯
故

8
櫨
を
緯
る
長
河

九
折

流
る

東
河
を
以
て

震
春
の
委
曲
深
長
な
る
に
比
す
な
り
。

(其
二
)

き
ゅ
う

1
漢
廷
の
二
傅

一
時
に
休
す

漢

の
疏
太
傅
広

少
傅
受
、

一
日
栄
を
辞
し
て
帰
る
。

二
疏
は
本
と
是
れ
叔
姪
な
る
も
、

史
に
父
子

の
字
有
る
を
以
て
、
故
に
詩
家
は
或

い
は
借
り
て

父
子

の
事
と
為
す
と
云
ふ
。

ば
い

ゆ
う

2
杖
履
相

ひ
陪
し
て
事
々
幽
な
り

ろ
う

3
北
極

の
星
は
南
極
の
老

に
連
な
り

ろ
う

せ
つ

4
青
雲
の
路
は
白
雲
の
楼
に
接
す

此
の
句

唐
人
の

「
青
雲
は
及
ば
ず
白
雲
の
高
き
に
」

の
意
を
翻
す
る
の
み
。

5
赤
城

霞
起

っ
て
山
皆
な
曙
け

し
る
し

孫
緯
の
天
台
山
の
賦
に

「赤
城

霞
の
ご
と
く
起
り
て
以
て
標
を
建

つ
」。

美
霧
か
に
聞
く
、
物
外
楼
の
東
北
、

雲
台
嶽
に
し
て
東
南
の
諸
峯
に
封
す
と
。
故
に
云
ふ
。
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云

霞
日
遇
赤
氣
也

銀
ー
漢
波
通
.
テ水
復
タ
秋
ナリ

以
東
河
以
比
秋
河
也

丘
-
堅
放
.
。レ情
,強
-
健
,
日
還
陵
勝
ル

王
-
謝
、蕾
-
風
-
流

謝
太
傅
安
少
肚
棲
遅
東
土
故
勝

丘
整
歳
四
十
始
有
仕
志
云

王
相
府
倹
之
風
流
宰
相
唯
有

謝
安
王
公
即
所
謂
蓮
花
相
府

美
詩
意
謂
附
公
以
強
爲
而
始
出

毎
思
蹄
卜
東
山
遂
不
果

公
以
強
仕
之
日
僻
榮
而
得
東
山

ソ
ノ

之
游
蓋
其
風
流
在
王
謝
之
上
也

遠
　

第
二
詩
漢
字
相
犯
而
國
號
天
象

其
義
日
別
杜
工
部
子
美
秋
興

有
奉
使
虚
随
八
月
嵯
請
看

石
上
藤
薙
月
之
詩
二
月
字

蓋
其
義
亦
不
同

又
古
人
詩
中
漢
里
漢
國
漢
廷

等
語
皆
指
本
朝
非
指
爾
漢
之
世

美
所
用
亦
如
此

霞
日
は
赤
氣
に
遇
ふ
な
り
。

つ
う

6
銀
漢

波
通
じ
て
水
復
た
秋
な
り

東
河
を
以
て
以
て
秋
河
に
比
す
る
な
り

7
丘
整

情
を
放
に
す

強
健
の
日

8
還
て
勝
る

王
謝
の
奮
風
流

謝
太
傅
安

少
壮
に
し
て
東
土
に
棲
遅
す
。
故
に
丘
整
に
勝
る
。

歳
四
十

に
し
て
始
め
て
仕
志
有
り
と
云
ふ
。

王
相
府
倹
云
ふ
、
「風
流
宰
相
、
唯
だ
謝
安
有
る
の
み
」
と
。

王
公
は
即
ち
詔
す
る
所
、
蓮
花
相
府
な
り
。

美
が
詩
意
は
公
に
附
す
る
に
強
い
て
為
す
を
以
て
す
と
謂
う

始
め
出

で
て

毎
に
東
山
に
帰
ト
す
る
を
思
ふ
も
遂
に
果
た
さ
ず
。

公

の
強
ひ
て
仕
す
る
の
日
、
栄
を
辞
す
る
を
以
て
而
し
て
東
山
の
游
を
得
。

蓋
し
其

の
風
流
は
王
謝

の
上
に
在
る
や
遠
し
。

9
第
二
詩
は
漢

の
字
相
犯
す
、
而
れ
ど
も
国
号
、
天
象
、

其
の
義
は
別
を
日
ふ
。
杜
工
部
子
美
の

「秋
興
」
に

「使
ひ
を
奉
じ
て
虚
し
く
随
ふ
八
月
の
嵯
」
「請
ふ
看
よ

石
上
藤
薙
の
月

の
、
已
に
洲
前
藍
荻
の
花
を
映
す
を
」
の
詩
に
、

蓋
し
其
の
義
も
亦
た
同
じ
か
ら
ず
。

又
古
人
の
詩
中
の
漢
里
、
漢
国
、
漢
廷
等
の
語
は

皆
本
朝
を
指
し
両
漢

の
世
を
指
す
に
非
ず
。

美
の
用
ふ
る
所
も
亦
た
此
く
の
如
し
。

二
月
字
有
り
。
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四
、
「鄙
作
意
解
」
訳
注

本
節
で
は
、
以
下
に
各
句
を
逐
語
訳
し
、
句
毎
に

【解
】
と
し
て

「鄙
作
意
解
」

を
現
代
語
訳
し
、
筆
者
の
注
を
施
す
。
典
故

の
説
明
で
あ
る

「
鄙
作
意
解
」
の
補

足
と
し

て
若
干

の
用
例
を
、

絶
句

は

一
首
、

そ

の
他

は
二
句

で
示
し
た
。

(其

一
)

1
、
漢
の
宰
相
薫
何
が
初
あ
て
北
閾
の
や
し
き
を
開
設
し
た
。

【解
】
私
は
、
御
邸
宅
は
い
に
し
え
皇
居
の
北
の
端
、
陽
明
門
外
に
あ

っ
た
①
と

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
宰
相
の
漢
陽
の
薫
何
が
、
北
閾
に
邸
宅
を
賜

っ

た
こ
と
②
に
喩
え
ま
し
た
。

陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「
鄙
作
意
解
」
を
あ
ぐ

っ
て



陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「
鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

①
近
衛
家
の
名
は
、
藤
原
基
通
以
来
の
邸
宅
が
近
衛
通
室
町
に
あ

っ
た
こ
と
に

よ
る
。
近
衛
通
り
は
大
内
裏
の
陽
明
門
よ
り
発
す
る
大
路
で
あ

っ
た
。

②
薫
相
は
漢
の
薫
何
。
漢
の
高
祖
劉
邦
と
同
郷
の
浦
の
人
で
、
建
国
を
助
け
、

漢
の
相
国
と
な

っ
た
。
『史
記
』
巻
五
十
三

「薫
相
国
世
家
」
、
ま
た

『
漢
書
』

巻
三
十
九

「薫
何
伝
」
参
照
。
こ
こ
で
は
近
衛
家
が
天
皇
を
補
佐
し
た
こ
と
に

た
と
え
る
。
薫
何
は
南
陽
郡
鄭
国
(清
朝

で
は
嚢
陽
府
に
属
す
る
)
に
封
ぜ
ら
れ

た
。
『
漢
書
』
に
は

「漢
五
年
…
上
以
何
功
最
盛
、
先
封
為
鄭
侯
、
食
邑
八
千

戸
(漢

の
五
年
…
主
上
は
薫
何

の
功
績

が
最
高
だ
と
し
て
、
ま
ず
鄭
侯
に
封
じ
、

食
邑
八
千
戸

で
あ

っ
た
。
)」
と
あ
り
、
顔
師
古
の
注
に

「鄭
属
南
陽
(郵
は
南

陽
に
属
す
)
」
と
あ
る
。
白
石
が

「
漢
陽
」

の
人
と
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
不

詳
。
彼
は
北
閾
を
開
い
た
。
『漢
書
』
「高
帝
紀
」
下
に

「
二
月
、
至
長
安
。
薫

何
治
未
央
宮
、
立
東
閾

・
北
閾

・
前
殿

・
武
庫

・
大
倉
(
(七
年
)
二
月
、
長
安

に
至

っ
た
。
薫
何
が
未
央
宮
を
造
営
し
、
東
閾

・
北
閾

・
前
殿

・
武
庫

・
大
倉

を
立
て
た
。
)」
と
あ
り
、
顔
師
古
の
注

に

「未
央
殿
錐
南
響
而
上
書
奏
事
、
謁

見
之
徒
皆
詣
北
閾
、
公
車
司
馬
亦
在
北
焉
。
是
則
以
北
閾
為
正
門
。
(未
央
殿

は
南
面
し
て
お
り
上
書
し
た
り
上
奏
し
た
り
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
謁
見
を
求

あ
る
者
は
皆
北
閾
に
行
き
、
公
車
や
司
馬
も
北
に
い
た
。
そ
こ
で
北
閾
を
正
門

と
し
た
。
)」
と
あ
る
。
北
閾
は
古
代
の
宮
殿
に
お
け
る
南
の
門
で
、
朝
見
や
上

書
が
行
わ
れ
た
。
北
閾
に
住
ま
い
を
賜

っ
た
こ
と
は
、
『
漢
書
』
「王
葬
伝
」
に

見
え
る
太
后
の
詔
に

「以
故
薫
相
國
甲
第
為
安
漢
公
第
。

(も
と
の
宰
相
薫
何

の

一
級
の
邸
宅
を
安
漢
公
(王
葬
)
の
も

の
と
す
る
。)
」

に
よ
る
か
。
『文
選
』

巻
二
所
収
の
張
衡

の

「
西
京
賦
」
に

「
北
閾
甲
第
、
當
道
直
啓
。
(北
の

一
級

の
邸
宅
は
、
大
路

に
面
し
て
南
に
門
を
開
く
。
)
」
と
あ
り
、

そ
の
李
善
注
に

「北
閾
當
帝
城
之
北
也
。
(北
闘
は
宮
城

の
北
に
あ
る
。
)」
と
い
う
。

2
、
晋
の
謝
安
は
も
と
も
と
東
山
の
静
け
さ
を
愛
し
た
。

【解
】
東

の
別
業
の
雲
は
東
山
の
名
勝
だ
③
と
う
か
が
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
晋
の

謝
安
太
傅
が
か

つ
て
東
山
に
隠
棲
し
た
こ
と
④
に
た
と
え
ま
し
た
。

③

「東
荘
」
は
河
原
御
殿
を
指
す
。
『
豫
楽
院
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
正
徳
元
年
、

家
熈
の
別
業
を
立
て
る
土
地
と
す
る
た
め
、
将
軍
家
宣
の
尽
力
に
よ
り
、
「東

河
原
、
荒
神
ロ
ノ
下
、
二
条

ノ
上
也
」
(『基
熈
公
記
』
)
と
あ
る
二
九
六
七
坪

の
土
地
を
入
手
し
た
。
こ
こ
は

「御
眺
望
之
場
所
」
(『
看
聞
秘
鋤
』)
と
言
わ
れ

た
。
④
謝
安
、
字
は
安
石
。
三
二
〇
～
八
五
。
東
晋
の
侍
中
、
僕
射
な
ど
を
務
め
た
。

若
く
し
て
才
能
を
認
め
ら
れ
、
行
書
を
よ
く
し
た
。
た
び
重
な
る
招
請
に
応
じ

ず
、
弟
の
謝
萬
が
罪
を
得
て
後
、
四
十
歳
を
超
え
て
か
ら
出
仕
し
た
。
死
後
に

太
傅
を
贈
ら
れ
た
。
『
晋
書
』
巻
七
十
九

「謝
安
伝
」

に

「有
司
奏
安
被
召
、

歴
年
不
至
、
禁
鋼
終
身
、
遂
棲
遅
東
土
(役
人
が
謝
安
に
お
召
し
で
あ
る
こ
と

を
伝
え
て
も
、
長
年
出
仕
せ
ず
、
官
吏
の
資
格
を
終
身
奪
わ
れ
る
と
、
そ
の
ま

ま
東
の
土
地
に
静
か
に
暮
ら
し
た
)
」
と
あ
り
、
ま
た
征
西
大
將
軍
の
桓
温
の

求
あ
に
よ
っ
て
司
馬
と
な
っ
て
出
発
す
る
時
、
中
丞
の
高
糧
が
戯
れ
に

「卿
累

違
朝
旨
、
高
臥
東
山
、
諸
人
毎
相
与
言
、
安
石
不
肯
出
、
将
如
蒼
生
何
、
蒼
生

今
亦
将
如
卿
何
(あ
な
た
は
し
ば
し
ば
朝
旨
に
従
わ
ず
、
東
山
に
隠
れ
、
人
々

は
話
を
す
る
た
び
に
、
謝
安
殿
が
出
仕
を
受
け
な
い
の
で
は
、
人
民
を
ど
う
す

れ
ば
よ
か
ろ
う
と
言

っ
た
が
、
人
民
は
今
あ
な
た
を
ど
う
す
る
の
で
あ
ろ
う
)
」

と
言

っ
た
。
の
ち
王
道
子
が
権
力
を
握

っ
て
か
ら
は
広
陵
の
歩
丘
に
隠
居
し
た
。

「安
錐
受
朝
寄
付
、
然
東
山
之
志
始
末
不
楡
、
毎
形
於
言
色
(謝
安
は
朝
廷
に
身

を
置
い
て
は
い
る
も
の
の
、
東
山
に
隠
退
し
た
い
と
い
う
思
い
は
終
始
変
わ
ら

ず
、

い
つ
も
言
葉

に
も
態
度
に
も
表
れ
て
い
た
)
」
と
あ
る
。

こ
こ
で
は
河
原

御
殿
に
隠
居
し
た
家
熈
に
喩
え
て
い
る
。

○
唐

・
李
白

「登
梁
王
棲
霞
山
孟
氏
桃
園
中
」
「謝
公
自
有
東
山
妓
、
金
屏
笑

坐
如
花
人
。
」
(『古
文
真
宝
』
前
集
巻
七
)

○
東
晋

・
陶
淵
明

「
蹄
田
園
居
」
「少
無
適
俗
韻
、
性
本
愛
丘
山
。
」
(『
古
文
真

宝
』
前
集
巻
三
)

3
、
朝
廷
に
高
く
照
り
輝
く

三
人
の
重
臣
の
座
。

【
解
】
先
日
は
内
大
臣
様
⑤
も
宴
に
同
席
な
さ

っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で

「三
台
座
」
⑥
の
文
字
を
用
い
ま
し
た
。
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⑤

「
内
相
」
は
内
大
臣
。
家
熈
の
嫡
男
、
家
久
を
指
す
。
家
久
は
、
九
月
の
宴

に
先
立

つ
、
正
徳
三
年
八
月
十
二
日
に
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ

っ

た
。
⑥

「紫
宮
」
は
、
北
極
星
を
中
心
と
し

て
北
斗
七
星
の
北
に
あ
る
十
五
の
星
の

名
。
天
帝

の
居
所
を
護
衛
し
て
い
る
と
し
、
天
帝
の
居
所
も
い
う
。
こ
こ
で
は

朝
廷
を
指
す
。
「
三
台
座
」
は
重
臣
を
指
す
。
三
台
は
太
尉

・
司
徒

・
司
空
の

三
公
。
日
本

で
は
太
政
大
臣

・
左
大
臣

・
右
大
臣

の
三
公
を
い
う
。
『
漢
書
』

巻
二
十
六

「天
文
志
」

に

「中
宮
天
極
星
、
其

一
明
者
、
泰

一
之
常
居
也
、
労

三
星
三
公
、
或
日
子
属
。
後
句
四
星
、
末
大
星
正
妃
、
余
三
星
後
宮
之
属
也
。

環
之
匡
衛
十
二
星
、
藩
臣
。
皆
日
紫
宮

(天
の
中
宮
は
天
極
星
で
、
そ
の
う
ち

最
も
明
る
い
の
は
、
天
帝
た
る
泰

一
神

が
常

に
居
る
所
で
あ
る
。
そ
の
か
た
わ

と
も
が
ら

ら
の
三
星
は
三
公
と
も
い
い
、
泰

一
の
子
の
属
と
も
い
う
。
後
ろ
の
曲
が

っ
た

四
星
の
う
ち
、
最
も
端

の
大
き
な
星
が
正
妃

で
、
残
り
の
三
星
は
後
宮
の
属
で

あ
る
。
こ
れ
ら
を
と
り
囲
み
内
を
匡
し
外
を
守
る
十
二
星
は
、
藩
屏
の
臣
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
紫
宮
と
い
う
)
」
と
あ
る
。
『
円
機
活
法
』
巻

一

「天

文
門

・
北
斗
」
に

「三
台
」
、
巻
七

「百
官
門

・
宰
相
」
に

「台
星
」
が
あ
る
。

○
唐

・
張
九
齢

「奉
和
聖
製
送
尚
書
燕

國
公
赴
朔
方
」
「天
與
三
壼
座
、
人
當

萬
里
城
。」

○
欧
陽
元
功

「寄
諸
弟
」
「長
樂
鐘
聲
折
號
時
、
三
毫
八
座
列
参
差
。」

(『錦
繍

段
』)

4
、
東
の
空
に
遙
か
に
望
む

萬
景
楼
。

【
解
】
「青
道
」
は
天
の
東
、
い
わ
ゆ
る
東
陸

で
す
⑦
。
「萬
景
」
は
昔

の
楼

の
名

前

で
す
⑧
。

⑦

『
淵
鑑
類
函
』
巻
三

「天
部

・
月
」

に

「
(増
漢
書
)
又
云
、
月
立
春
春
分
行

東
方
青
道
、
日
東
陸
(ま
た
、
月
は
立

春

・
春
分

に
は
東
の
青
道
を
行
き
、
東

陸
と
い
う
)
」
と
あ
る
。

⑧

「萬
景
楼
」
は
蜀
の
そ
れ
を
指
す
か
。
こ
こ
で
は
家
熈
の
河
原
御
殿
に
あ

っ

た
物
外
楼
を
指
す
。
楼
名
に
つ
い
て
は
家
獺
の
依
頼
に
よ
り
、
候
補
を
多
数
挙

陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「
鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

げ
た
白
石
の
書
状
が
現
存
し

〔資
料
番
号
G。
謡
c。卜。〕
、
そ
の
中
に
萬
景
も
あ

っ
て
、

「萬
景

明
遠

聚
景

多
景
/
富
景

聚
遠

四
井
」
等

の
名
は
、
楼

の
高

さ
に
取
材
す
る
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。

○
宋

・
萢
成
大

「萬
景
縷
」
「若
爲
喚
得
浩
翁
起
、
題
作
西
南
第

一
櫻
。
」

5
、
い
に
し
え
の
大
き
な
楼
閣
に
お
い
て

そ
ろ

っ
て
寿
を
献
じ
、

【解
】

「斉
比
」
と
い
う
の
は
、
公
は
左
閾
⑨
の
長
寿
を
た
て
ま

つ
り
、
内
大
臣

も
ま
た
公
の
長
寿
を
奉
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

⑨

「
公
」
は
家
凝
の
こ
と
。
閾
は
宮
門
、
左
閾
は
宮
中
に
お
い
て
高
位
を
占
め

た
こ
と
を
い
い
、

こ
こ
で
は
家
熈
の
父
の
基
熈
を
指
す
。
近
衛
基
熈
、
慶
安
元

年
三
月
六
日
～
享
保
七
年
九
月
四
日
。

○
唐

・
張
喬

「游
激
州
興
唐
寺
」
「竹
裏
尋
幽
径
、
雲
邊
上
古
壼
。」
(『瀟
奎
律

髄
』
巻
四
十
七
)

○
屈
原

「九
章

・
渉
江
」
「
與
天
地
今
比
壽
、
與
日
月
分
齊
光
」
(『
文
選
』
、巻

三
十
五
)

6
、
重
陽
の
節
句
の
香
り
高
い
菊
が
さ
ら
に
秋
を
添
え
る
。

【解
】
九
月
十
日
を
小
重
陽
と
呼
び
ま
す
⑩
。
で
す
か
ら

「更
に
添
う
」
と
言
い

ま
し
た
。

⑩
重
陽
は
九
月
九
日
。
中
国
で
は
こ
の
日
、
山
や
楼
な
ど
高
所
に
登
り
、
茱
萸

を
か
ざ
り
、
菊
酒
を
飲
む
な
ど
し
て
厄
を
は
ら
い
長
寿
を
祈

っ
た
。
日
本
に
も

早
く
伝
わ
り
、
宮
中
で
は
節
会
が
催
さ
れ
漢
詩
が
制
作
さ
れ
た
。
重
陽
の
翌
十

日
を
小
重
陽
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
宋
代

の
類
書

『
歳
時
広
記
』
巻
三
十
五

「再
宴
集
」
に

「歳
時
雑
記
、
都
城
士
庶
多
於
重
九
後

一
日
、
号
小
重
陽
。
(歳

時
雑
記
に

「
都
の
人
々
は
重
陽
の
翌
日
に
宴
席
に
集
ま
る
こ
と
が
多
く
、
小
重

陽
と
い
う
」
と
あ
る
。)
」
と
記
さ
れ
る
。

○
溜
岳

「秋
興
賦
」
「泉
涌
濡
干
石
間
分
、
菊
揚
芳
於
崖
瀧
。」
(『
文
選
』
巻
十

三
)

7
、
ひ
そ
か
に
知

っ
て
い
る

皇
帝
の
慈
し
み
が
か
く
も
深
い
こ
と
を
。

○
宋

・
宋
祁

「九
日
侍
宴
太
清
櫻
」
「帝
春
任
几秋
稼
、
臣
心
仰
夏
渠
。」
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陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

8
、
欄
干
を
め
ぐ

っ
て
い
く
長
い
川
は
、
九
度
も
折
れ
曲
が

っ
て
流
れ
て
い
る
。

【解
】
東
河
⑪
で
天
子
が
隅
々
ま
で
深
く
目
を
か
け
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
こ
と
に
喩

え
ま
し
た
。

⑪

「
東
河
」
は
萬
景
楼
の
東
を
流
れ
る
鴨
川
の
こ
と
。
「九
折
流
」
は
実
景

で

は
な
く
、
重
陽
の
九
に
か
け
た
も
の
か
。

○
唐

・
宋
之
問

「
明
河
篇
」
「洛
陽
城
閾
天
中
起
、
長
河
夜
夜
千
門
裏
。」
(『古

文
真
宝
』
前
集
巻
五
)

○

『
文
選
』
所
引

『准
南
子
』
「河
水
九
折
注
海
、
而
流
不
絶
者
、
毘
喬
之
輸

也
。
」
(『文
選
注
』
巻
十
二
、
木
華

「海
賦
」
「於
郭
蜜
海
長
為
委
輸
」
李
善
注
)

(其
二
)

1
、
漢
の
朝
廷
の
二
人
の
守
り
役
は
あ
る
日
引
退
し
た
。

【
解
】
漢
の
太
傅
の
疏
広
と
少
傅
の
疏
受
と
は
、
あ
る
日
光
栄
あ
る
官
位
を
辞
し

て
故
郷
に
帰
り
ま
し
た
⑫
。
二
人
は
本
当
は
叔
父
と
甥
な
の
で
す
が
、
歴
史
書
に

は
父
子
の
文
字
が
有
る
の
で
、
詩
を
作
る
人
は
そ
れ
を
借
り
て
父
子
と
す
る
の
で

す
。⑫

『漢
書
』
巻
七
十

一

「疏
広
伝
」
を
踏
ま
え
る
。
蘭
陵
の
学
者
だ

っ
た
疏
広

は
皇
太
子
の
教
育
係
の
太
傅
に
選
ば
れ
、
そ
の
兄
の
子
で
あ
る
疏
受
は
少
傅
と

な
っ
て
宣
帝
の
皇
太
子
に
仕
え
た
。
五
年
後
、
皇
太
子
が
十
二
歳
に
な
る
と
疏

広
は

「豊
如
父
子
相
随
出
関
、
帰
老
故
郷
、
以
寿
命
終
、
不
亦
善
乎
。

(父
子

そ
ろ

っ
て
函
谷
関
を
出

て
、
故
郷

で
老

い
を
送
り
、
天
寿
を
も

っ
て
命
を
終
え

る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た
良
い
で
は
な
い
か
。
)」
と
故
郷
に
帰
る
こ
と
を
提
案

し
、
二
人
は
朝
廷
を
去

っ
た
。
白
石

の
述

べ
る
通
り
、
二
人
は
叔
父
と
甥

の
関

係

で
あ
る
が

「
父
子
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

○
來
子
儀

「訪
戴
圖
」
「
四
山
如
玉
夜
光
浮
、

一
飼
破
潔
凝
不
流
。
若
使
過
門

相
見
了
、
千
年
風
致

一
時
休
。
」
(『聯
珠
詩
格
』
巻
七
)

2
、
杖
と
履
物
を
手
に

一
緒

に
出
か
け
て
何
事
も
物
静
か
で
あ
る
。

○
宋

・
王
安
石

「半
山
春
晩
即
事
」
「
林
敷
毎
小
息
、
杖
履
或
幽
尋
。」

(『癩
奎

律
髄
』
巻
十
)

○
唐

・
杜
甫

「江
村
」
「
清
江

一
曲
抱
村
流
、
長
夏
江
村
事
事
幽
。」
(『瀟
奎
律

髄
』
巻
二
十
三
)

3
、
北
極
星
は
長
寿
の
南
極
老
人
に
連
れ
立

つ
。

○
唐

・
杜
甫

「登
楼
」
「北
極
朝
廷
終
不
改
、
西
山
冠
盗
莫
相
侵
。」
(『瀟
奎
律

髄
』
巻

一
)

○
唐

・
李
白

「與
諸
公
送
陳
郎
將
帰
衡
陽
」
「
衡
山
蒼
蒼
入
紫
冥
、
下
看
南
極

老
人
星
。
」

4
、
青

い
雲
の
道
は
白
い
雲
の
か
か
る
物
外
楼
に
続
く
。

【
解
】
こ
の
句
は
唐
詩
の

「青
雲
は
及
ぼ
ず
白
雲

の
高
き
に
(官
位
が
い
く
ら
高

く
て
も
退
隠
に
は
及
ば
な
い
)」
⑬
の
句
意
を
作
り
か
え
て
作

っ
た
だ
け
で
す
。

⑬
唐

・
醇
逢
の

「送
薫
挽
相
公
帰
山
」
詩
に

「眼
前
軒
冤
是
鴻
毛
、
天
上
人
情

護
自
労
。
脱
却
朝
衣
便
東
去
、
青
雲
不
及
白
雲
高
。
(眼
前
の
軒
冤

是
れ
鴻
毛
、

天
上
の
人
情
護
と
し
て
自
ら
労
す
。
朝
衣
を
脱
却
し
て
便
ち
東
に
去
る
、
青
雲

は
及
ぼ
ず

白
雲

の
高
き
に
。
)」
と
あ
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
唐

・
趙
蝦
の

「
送
李
給
事
」
詩
も
伝
わ
る
。
青
雲
は
官
位
、
白
雲
は
山
野
に
退
隠
す
る
こ
と

の
比
喩
。

○
作
者
不
詳

・

「遣
興
」
「
青
雲
路
不
通
、
蹄
計
奈
長
蒙
。」
(『瀕
奎
律
髄
』
巻

三
十
二
)

○
宋

・
張
嗅

「澗
邊
」
「喬
林
近
水
葉
陰
陰
、
榮
石
渓
流
自
淺
深
、
隔
水
璽
山

森
夏
木
、
白
雲
櫻
起
媚
遥
零
。
」

5
、
赤
城
山
に
朝
焼
け
が
起

こ
っ
て
山
々
の
夜
は
明
け
る
。

【
解
】
孫
緯
の
天
台
山
の
賦
に

「
赤
城

霞
の
ご
と
く
起
り
て
以
て
標
を
建

つ

(赤
城
山
が
朝
焼
け
の
よ
う
に
起

っ
て
目
印
と
な
る
)」
⑭
と
あ
り
ま
す
。
私
は
、

物
外
楼

の
東
北
は
雲
台
嶽

で
、
東
南
の
峰
々
と
向
か
い
合

っ
て
い
る
⑮
と
聞
い
て

お
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
に
詠
じ
ま
し
た
。
朝
焼
け
は
赤
い
気
に
出
く
わ
し

た
の
で
す
⑯
。

⑭
晋

・
孫
緯

「遊
天
台
山
賦
」
(『
文
選
』
巻
十

一
)
に

「
赤
城
霞
起
而
建
標
、

し
る
し

爆
布
飛
流
以
界
道
(赤
城
霞
の
ご
と
く
起
り
て
標
を
建
て
、
爆
布

飛
び
流
れ
て
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さ
か
ひ

以
て
道
を
界
す
)」
と
あ
る
。

⑮
雲
台
岳
は
比
叡
山
の
主
峰
(大
岳
、
天
台
山
)
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
東
山
三

十
六
峰
の
最
北
で
あ
る
。
最
南
端
は
稲
荷
山
。

⑯

『
円
機
活
法
』
巻
二

「天
文
門
」
の

「霞
」
に

コ
昆
喬
山
有
五
色
水
、
赤
水

之
氣
上
蒸
爲
霞
(毘
喬
山
に
五
色

の
水
有
り
。
赤
水
の
気

の
上
り
蒸
し
て
霞
と

為
る
)」
と
あ
る
。

○
唐

・
頁
島

「酬
慈
恩
寺
文
郁
上
人
」

「袈
裟
影
入
禁
池
清
、
猶
憶
郷
山
近
赤

城
。」
(『濠
奎
律
髄
』
巻
四
十
七
、
『
三
体
詩
』
巻
二
)

作
者
不
詳

「夏
日
奉
天
台
祠
様
」
「便
是
赤
城
真
吏
隠
、
不
須
劉
院
更
相
將
。
」

(『
瀬
奎
律
髄
』
巻
六
)

6
、
天
の
川
に
波
が
ひ
ろ
が

っ
て
ま
た
秋

が
来
た
。

【
解
】
東
河
を

「秋
河
」
に
た
と
え
ま
し
た
⑰

⑰
銀
漢
、
秋
河
と
も
に
天
の
川
。
鴨
川
を
喩
え
る
。

○
唐

・
劉
方
平

「棲
烏
曲
二
首
」
其

一

「蛾
眉
曼
瞼
傾
城
國
、
鳴
環
動
侃
新
相

識
。
銀
漢
斜
臨
白
玉
堂
、
芙
蓉
行
障
揖
燈
光
。」

(『
石
倉
歴
代
詩
選
』
巻
四
十

六
)
○
晋

・
溜
岳

「
秋
興
賦
」
「
操
秋
水
之
泪
滑
分
、
玩
游
億
之
激
激
。
」
李
善
注

「荘
子
日
、
秋
水
時
至
百
川
灌
河
」
(『文

選
」
巻
十
三
)

7
、
壮
年
⑱

に
し
て
世
間
を
忘
れ
て
山
水

に
遊
ぶ
⑲
。

⑱

「強
健
」
は
身
体
が
健
康

で
あ
る
こ
と
。
「強
健
日
」
は
、
壮
年
を
い
う
。

家
狸
は
摂
政
関
白
を
辞
任
し
た
正
徳
二
年
(
一
七

一
二
)
に
は
四
十
五
歳
で
あ

っ

た
。
⑲

「丘
堅
放
情
」
は
、
世
間
を
忘
れ
て
山
水
に
遊
ぶ
こ
と
。
『晋
書
』
「謝
安
伝
」

に

「
安
錐
放
情
丘
整
、
然
毎
游
賞
、
必

以
妓
女
従
(謝
安
は
山
水

に
心
を
の
び

の
び
と
さ
せ
た
が
、
遊
覧
の
た
び
に
妓
女
を
従
え
た
)」
と
あ
る
の
に
依
る
。

○
宋

・
向
雪
湖

「
田
家
」
「樵
罷
錦
來
打

萎
忙
、
要
黎
蕾
壌
播
新
秩
。
老
翁
八

十
猶
強
健
、
閑
坐
松
根
説
球
荒
。」
(『聯
珠
詩
格
』
巻
七
)

○
宋

・
陸
游

「老
甚
自
詠
」
「柾
却
愁
過
強
健
日
、
身
閑
何
往
不
煕
煕
。
」

陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「
鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

8
、
王
倹
や
謝
安
の
い
に
し
え
の
風
流

に
も
は
る
か
に
勝
る
。

【解
】
太
傅
と
な

っ
た
謝
安
は
、
若
く
し
て
東
の
地
に
隠
棲
し
ま
し
た
。
だ
か
ら

山
水
に
勝
る
の
で
す
。
四
十
歳

の
と
き
よ
う
や
く
仕
官
す
る
気
持
ち
に
な
っ
た
と

い
い
ま
す
⑳
。
宰
相
の
王
倹
は

「
風
流
宰
相
は
、
謝
安
だ
け
だ
」
と
い
い
ま
し
た

⑳
。
王
倹
が
詔
勅
を
執
筆
し
た
と
こ
ろ
が
蓮
花
相
府
で
す
⑳
。
私
君
美
の
詩
意
は
、

強
い
て
家
熈
公
に
付
会
し
た
⑱
と
い
う
も
の
で
し
て
、
は
じ
め
に
出
仕
し
て
い
つ

も
東
山
に
帰
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
そ
の
ま
ま
果
た
せ
ず
に
い
ま
し
た
が
、
家
熈
公

は
無
理
し
て
出
仕
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
名
誉
あ
る
地
位
を
辞
職
し
て
東
山
に

遊
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
思
い
ま
す
に
、
そ
の
風
流
は
王
倹
や
謝
安
の
は
る
か

上
に
あ
り
ま
す
⑳
。

⑳
謝
安
に
つ
い
て
は
、
④
お
よ
び
⑲
を
参
照
。

⑳
王
倹
、
四
五
二
～
八
九
。
南
朝

の
晋

・
宋

・
斉

の
政
治
家
、
文
人
。
斉
の
高

帝
薫
道
成

・
武
帝
に
仕
え
た
。
『
南
斉
書
』
巻
二
十
三
、
『
南
史
』
巻
二
十
二
に

伝
が
あ
る
。
『南
史
』
「王
倹
伝
」
に
、
彼
は
い
つ
も

「
江
左
風
流
宰
相
、
唯
有

謝
安
(江
左
の
風
流
宰
相
は
、
唯
だ
謝
安
有
る
の
み
)」
と
言

っ
て
い
た
が
、
自

ら
を
比
況
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
あ
る
。

⑳

「蓮
花
相
府
」
は
王
倹
の
幕
府
。
才
能
あ
る
名
士
を
招

い
た
こ
と
に
よ
り
、

蓮
花
府

・
蓮
幕
と
呼
ば
れ
た
。
『南
史
』
巻
四
十
九

「庚
果
之
伝
」
に

「
時
人

以
入
倹
府
為
蓮
花
池
、
故
緬
書
美
之
(当
時

の
人
々
は
王
倹
の
幕
府
を
蓮
花
池

と
い
っ
た
の
で
、
安
楽
侯
薫
緬
は
手
紙
に
こ
れ
を
褒
め
た
。
)」
と
あ
る
。
唐

・

李
嘉
祐
の

「奉
酬
路
五
郎
中
院
長
新
除
工
部
員
外
見
簡
」
詩
に

「問
絹
蓮
花
府
、

揚
旗
細
柳
営
(絹
を
問
う

蓮
花
の
府
、
旗
を
揚
ぐ

細
柳
の
営
)」
と
あ
る
。

⑱

「
鄙
作
意
解
」
の
原
文
は

「以
強
乎
」
の

「乎
」
を

「為
」

に
訂
正
し
た
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。

⑳
)王
氏
謝
氏
は
と
も
に
東
晋
の
名
門
貴
族
。
杜
甫
の

「壮
遊
」
詩

に

「
王
謝
風

流
遠
、
闘
闘
丘
墓
荒
(王
謝
の
風
流
遠
く
、
闊
閻
の
丘
墓
荒
る
)」
と
あ
る
。

○
唐

・
劉
萬
錫

「
烏
衣
巷
」
「朱
雀
橋
邊
野
草
花
、
烏
衣
巷
口
夕
陽
斜
。
菖
時

王
謝
堂
前
燕
、
飛
入
尋
常
百
姓
家
。」
(『聯
珠
詩
格
』
巻
十
二
)
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陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

○
明

・
虞
謙

「寄
武
林
諸
老
」
「
海
内
文
章
新
製
作
、
江
南
人
物
奮
風
流
。
」

(『石
倉
歴
代
詩
選
』
巻
三
百
三
十

一
)

○
宋

・
陳
与
義

「山
中
」
「風
流
丘
堅
真
吾
事
、
簿
策
廟
堂
非
所
知
。」
(『瀟
奎

律
髄
』
巻
二
十
三
)

9
、

【解
】
其
二
の
詩
は

「漢
」
の
字
が
互
い
に
犯
し
あ
っ
て
い
ま
す
⑳
。
け
れ

ど
も
王
朝
名
と
天
体

の
現
象
と
、
意
味
は
別
の
こ
と
を
言

っ
て
い
ま
す
。
杜
甫
の

「秋
興
」
詩

に

「使
い
を
奉
じ
て
虚
し
く
随
う
八
月
の
嵯
」
「請
う
看
よ

石
上
藤

て
ら

薙

の
月
の
、
已
に
洲
前
盧
荻
の
花
を
映
す

を
。」

の
詩
句
に
、
二
度

「
月
」
の
字

が
あ
り
ま
す
⑳
。
思
う
に
そ
の
意
味
は
や
は
り
異
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
昔

の
人

の
詩
中

の

「漢
里
」
「漢
国
」
「漢
廷
」
な
ど
の
語
句
は
い
ず
れ
も
そ
の
当
時
の
王

朝
を
指
し
て
い
て
前
漢

・
後
漢
を
指
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
用
い

た
の
も
そ
れ
と
同
じ
で
す
⑳
。

⑳

「
其
二
」
に

「
漢
」
の
字
が
二
度
用

い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
近
体
詩
に
お
け

る

一
字
不
重
用
の
規
則
を
破
る
も
の
で
あ
る
。

⑳
杜
甫
、
字
は
子
美
、
検
校
工
部
員
外
郎
に
任
命
さ
れ
た
た
め
、
杜
工
部
と
い

う
。
白
石
が
同
様
の
例
と
し
て
挙
げ
た
杜
甫
の
詩
は

「
秋
興
八
首

其
二
」
「憂

府
孤
城
落
日
斜
、
毎
依
北
斗
望
京
華
。
聴
猿
実
下
三
声
涙
、
奉
使
虚
随
八
月
嵯
。

画
省
香
炉
違
伏
枕
、
山
楼
粉
蝶
隠
悲
茄
。
請
看
石
上
藤
薙
月
、
已
映
洲
前
藍
荻

花
。
(憂
府
の
孤
城
落

日
斜
め
に
、
毎

に
北
斗
に
依
り
て
京
華
を
望
む
。
猿
を

聴
き
て
実
に
下
す
三
声
の
涙
、
使
い
を
奉
じ
て
虚
し
く
随
う
八
月
の
嵯
。
画
省

の
香
炉
違
い
て
枕
に
伏
せ
、
山
楼
の
粉
蝶
隠
れ
て
悲
茄
あ
り
。
請
う
看
よ

石

上
藤
薙
の
月
の
、
已
に
洲
前
藍
荻
の
花
を
映
す
を
。)
」。

そ
の
第
四
句

「八
月

に
は
嵯
に
乗

っ
て
帰
る
よ
う
に
と
の
天
子
の
ご
下
命
を
奉
じ
た
が
、
都
に
帰
る

こ
と
も

で
き
ず
に
空
し
く
嵯

に
乗
り
続

け
て
い
る
。」
お
よ
び
第
七
句

「見
た

ま
え
、
石
に
絡
ま
る
藤
薙
の
間
に
出
て
い
た
月
の
光
が
、
今
は
も
う
長
江
の
中

州
の
盧
や
荻
を
照
ら
し
て
い
る
。
」
と
あ
る
。

⑳

『鯨
稿
』
収
録
詩
で

「漢
廷
」
を

「明
廷
」
に
修
訂
し
て
い
る
こ
と
は
、
第

二
節
に
述
べ
た
と
お
り
。

以
上
、
「鄙
作
意
解
」
を
読
ん
だ
。

二
句

一
韻
ご
と
に
改
行
す
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
献
詩
の
通
釈
を
試
み
る
。

ウ
　

去
年
九
月
十
(
一
)
日
に
前
の
摂
政
大
相
国
藤
原
家
熈
公
が
太
閤
殿
下
基
熈

公
を
鴨
川
の
ほ
と
り
の
東
荘

で
の
宴
に
招
か
れ
、
特
別
に
そ
の
漢
詩

の
韻

に
和
さ
れ
た
の
で
恭
け
な
く
も
こ
こ
に
和
韻
申
し
上
げ
二
首
を
奉
る

(其

一
)

漢

の
薫
何
が
朝
廷
を
支
え
だ
よ
う
に
天
皇
を
お
支
え
し
て
き
た
近
衛
様
は
御
所
の

北
に
邸
宅
を
賜
り
、
晋
の
謝
安
に
も
喩
え
ら
れ
る
家
熈
公
は
東
山
の
麓
に
御
殿
を

お
構
え
に
な
ら
れ
た
。

朝
廷
に
は
、
基
撫
公
、
家
熈
公
に
加
え
て
新
た
に
右
大
臣
に
な
ら
れ
た
家
久
様
の

お
三
方
が
輝
き
、
東
の
空
に
遙
か
に
物
外
楼
が
臨
み
見
ら
れ
る
。

そ
の
楼
に
お
い
て
家
凝
公
は
基
熈
公
の
長
寿
を
、
家
久
公
は
家
熈
公
の
長
寿
を
祝

さ
れ
て
、
重
陽
の
香
り
高
い
菊
の
花
が
さ
ら
に

一
日
、
秋
を
添
え
る
。

楼
の
欄
干
を
め
ぐ
る
鴨
川
が
九
度
も
折
れ
曲
が
り
な
が
ら
流
れ
て
い
く
よ
う
に
、

天
子
の
お
慈
し
み
の
深
い
こ
と
を
私
は
心
の
内
に
存
じ
上
げ
て
い
る
。

(其
二
)

漢
の
朝
廷
に
仕
え
た
皇
太
子
の
守
り
役
の
疏
広

・
疏
受
と
同
じ
く
基
熈
公

・
家
凝

公
の
父
子
お
二
人
は
、
あ
る
日
官
職
を
去
り
、
杖
を
手
に
履
き
物
を
履
く
と
揃

っ

て
お
出
か
け
に
な

っ
て
何
事
も
物
静
か
で
あ
る
。

北
極
星
の
家
凝
公
は
南
極
老
人
の
基
獄
公
に
連
れ
立
ち
、
青
雲
に
た
と
え
ら
れ
る

関
白
摂
政
の
位
か
ら
引
退
な
さ
れ
て
白
雲
の
た
な
び
く
物
外
楼
に
お
移
り
に
な
っ

た
。
隠
棲
に
相
応
し
い
比
叡
山
に
朝
焼
け
が
起
こ
っ
て
東
山
の
峰
々
は
明
け
、
天
の
川

の
よ
う
な
鴨
川
に
波
が
ひ
ろ
が

っ
て
ま
た
秋
が
来
た
。

壮
年
に
し
て
世
俗
を
忘
れ
て
山
水
に
遊
ば
れ
る
の
は
、
王
倹
や
謝
安
の
い
に
し
え

の
風
流
に
も
は
る
か
に
勝
る
も
の
だ
。
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小
結

右
に
見
た
と
お
り
、
「鄙
作
意
解
」
が
付
さ
れ
た
二
首
の
詩
は
応
制
の
詩

で
あ

り
、
家
熈
の
み
な
ら
ず
、
父
の
基
類
、
嫡
男
の
家
久
と
三
代
に
言
及
し
て
い
る
。

そ
の
称
揚
の
た
め
に
選
ば
れ
た
歴
史
的
故
事
は
、
類
書

で
は
な
く

『漢
書
』
『
晋

書
』
に
取
材
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
作
詩
に
当
た

っ
て
は
六
朝

の
風
流
が
意

識
さ
れ
、
『
聯
珠
詩
格
』
『
古
文
真
宝
』
『
濠
奎
律
髄
』
等
の
詩
選
集
の
ほ
か
に
、

『文
選
』
お
よ
び
杜
甫

の
詩
が
参
照
さ
れ

て
い
る
。
筆
者
は
江
戸
の
当
時
の
漢
籍

流
通
に
く
ら
く
、
出
典
調
査
に
も
間
違
い
や
遺
漏
が
少
な
く
な
い
も

の
と
思
う
。

御
示
教
を
賜
り
ま
す
れ
ば
幸
い
で
す
。

最
後
に
、
「
鄙
作
意
解
」

の

「追
啓
」

(一
①.α
×
一c。●c。
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)

〔資

料
番
号
ω刈
一虐
〕
に
は
和
文

で
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

追
啓
文
章
の
法
人

の
徳
業
を
述
候

に
/
多

く
は
文
飾
の
語
無
き
事
を
/
得
す
候

欺

某
鄙
作

一
言
の
(虫
)
か
と
は
/
有
候
ま
し
く
奉
存
候

偏
に
/
御
相
業

に
よ
り
候
故
と
無
堪
/
歓
柞
の
至
候
以
上

献
上
し
た
家
獄
に
そ
の
詩
の
内
容
を
解
説
し
た
も
の
の
、
誉
め
そ
や
し
た
詩
句

の
文
飾
も
露
わ
に
な

っ
て
、
「
ひ
と
の
功

績
を
称
え
る
に
は
、
文
飾
し
な
い
わ
け

に
い
き
ま
せ
ん
。
」
と
、
少
々
問
の
悪
い
白
石
の
弁
明
と
い
う
趣
な
の
が
微
笑
ま

し
い
。

1

栗
田
元
次

『
新
井
白
石
の
文
治
政
治
』
(石
崎
書
店
、

一
九
五
二
年
)。

2

大
正
十
三
年
五
月
三
日
新
井
白
石
二
百
年
記
念
講
演
会
講
演
、
大
正
十
四
年

五
月

一
日
発
行

「
歴
史
と
地
理
」
第
十
五
巻
第
五
号
所
載
。
内
藤
虎
次
郎

『内

藤
湖
南
全
集
』
第
九
巻

「
先
哲
の
学
問
」
(筑
摩
圭
旦
房
、

一
九
六
九
年
)再
収
。

陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「
鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

以
下
、
本
文
中
の
引
用
は
全
集
に
よ
る
。

3

自
石
は
江
戸
に
滞
在
し
た
前
関
白

の
近
衛
基
熈
(
一
六
四
八
～

一
七
二
二
、

家
熈
の
父
)
か
ら
有
職
故
実
を
学
ん
で
お
り
、
家
熈
と
面
識
を
得
た
の
は
宝
永

七
年
(
一
七

一
〇
)
の
こ
と
で
あ
る
。

4

(唐
)
李
林
甫
等
奉
勅
注

・
近
衛
家
煕
校
訂

『大
唐
六
典
』
三
十
巻
。
京
都
大

学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
暮
言
ω
…＼
＼
同日
量
●屏
巳
一び
・犀
く
08
-穿
p
。・甘
＼

ぽ
目
＼
き
OO
OO
。。
ざ
。。。

5

書
物
を
通
し
て
の
二
人
の
交
流
に
つ
い
て
は
拙
文

「
近
衛
家
熈
が
讃
ん
だ
漢

籍
砂
本
」

(『
立
命
館
文
学
』

六
六

四
号
巨
けb
…＼
＼
≦
≦
≦
●昌

撃
日
①い
pρ
ピ
＼

p。α
＼
。σq
＼
=
＼
吾
＼
①
罐
＼
①罐
剛
∪
国
＼
目
讐
零
o
も
亀
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

6

紫
陽
会
編

『
新
井
白
石

『
陶
情
詩
集
』

の
研
究
』

(汲
古
書
院
、
二
〇

一
二

年
)。

7

『蝕
稿
』
は

『
詩
集
日
本
漢
詩
』
第

一
巻
(汲
古
書
院
、

一
九
八
七
年
)
所
収

本
を
参
照
し
た
。
そ
の
底
本
は
、
慶
鷹
義
塾
大
学
斯
道
文
庫
本
(A
)
刊
年
不
明

本

で
あ
る
。

8

熊
倉
功
夫

・
筒
井
紘

一
・
名
和
修
監
修
、
川
崎
佐
知
子
校
訂

『
御
茶
湯
之
記

"
豫
楽
院
近
衛
家
熈
の
茶
会
記
』
(思
文
閣
出
版
、
二
〇

一
四
年
)
に
翻
刻
と
詳

細
な
注
が
あ
る
。

9

白
石
の

『
陶
情
詩
集
』

に
は
、
『
三
体
詩
』

に
収
め
ら
れ
た
鄭
谷
の
同
題
の

詩
を
意
識
し
た

「
十
日
菊
」
と
題
す
る
七
言
絶
句
が
あ
る
。
憶
測
に
す
ぎ
な
い

が
、
白
石
は
漢
詩
制
作
に
ふ
さ
わ
し
い
日
と
し
て
敢
え
て
十
日
を
設
定
し
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

10

大
徳
寺

の
僧
、
桂
嶽
宗
芳
や
湘
南
宗
況
に
は
、
元
禄
年
間
、
基
熈
に
奉
和
し

た
漢
詩
が
あ
る

(『大
徳
寺
禅
語
集
成
』
第
六
巻
、
平
成
元
年
、
法
蔵
館
出
版
)。

11

『新
井
白
石
日
記
』
(東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
大
日
本
古
記
録
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
三
年
)
「委
蛇
日
暦

十
六
」
。

12

前
掲
書

『新
井
白
石

『
陶
情
詩
集
』
の
研
究
』
に
、
白
石
詩

へ
の
直
接
の
影

響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

『
聯
珠
詩
格
』
『古
文
真
宝
』
『瀟
奎
律
髄
』
な
ど
を
中
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陽
明
文
庫
蔵

新
井
白
石

「鄙
作
意
解
」
を
め
ぐ

っ
て

心
と
し
て
挙
げ
た
。

13

緑
川
明
憲

『豫
楽
院
鑑

近
衛
家
熈
公
年
譜
』
(勉
誠
出
版
、
二
〇

一
二
年
)

二
〇
〇
～
二
〇
二
頁
。

14

『
楚
辞
章
句
』
巻
四

「九
章

・
渉
江
」
は

「與
天
地
今
同
壽
、
與
日
月
分
同

光
。
」
に
作
り
、
王
逸
注
に

「言
己
年
與
天
地
相
傲
、
名
與
日
月
同
耀
。

一
云

同
壽
齊
光
、

一
云
比
壽
齊
光
。」
と
あ
る
。

15

高
誘
注

『
准
南
子
鴻
烈
解
』
「
覧
明
訓
」
は

「
河
九
折
注
於
海
、
而
流
不
絶

者
、
毘
喬
之
輸
也
。
」
に
作
る
。

貴
重
な
資
料
の
閲
覧
を
快
く
認
あ
て
下
さ
り
図
版
の
掲
載
に
格
別
な
ご
高
配
を
賜

っ

た
、
公
益
財
団
法
人
陽
明
文
庫
の
理
事

・
文
庫
長
、
名
和
修
先
生
に
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
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